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築
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開
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規

則

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
一
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
一
号

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「４

ま
で

」
を
「５

ま
で

」
に
、

「４
旧
姓
併
記
の
希
望
の
有
無

有
・
無

」
を

「４
旧
姓
併
記
の
希
望
の
有
無

有
・
無

５
過
去
に
准
看
護
師
免
許
を
有
し
て
い
た
こ
と
の
有
無
（
有
の
場
合
、
登
録
都
道
府
県
及
び

登
録
番
号
）
有
・
無

」
に

改
め
る
。附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
別
記

第
二
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。告

示

◉
東
京
都
告
示
第
十
九
号

東
京
圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）

第
二
十
一
条
第
一
項
の
国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
を
定
め
た
同
法
第
八
条
第
一
項
の
区

域
計
画
に
つ
い
て
、
令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日
付
け
で
同
法
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
東
京
都
市
計
画
地
区
計
画
の
決
定
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和

四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
縦

覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
一
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

有
楽
町
・
銀
座

・
新
橋
周
辺
地

区
地
区
計
画

千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
、
有
楽
町
二
丁

目
、
内
幸
町
一
丁
目
、
中
央
区
八
重
洲
二

丁
目
、
京
橋
三
丁
目
、
銀
座
一
丁
目
、
銀

座
二
丁
目
、
銀
座
三
丁
目
、
銀
座
四
丁
目
、

銀
座
五
丁
目
、
銀
座
六
丁
目
、
銀
座
七
丁

目
、
銀
座
八
丁
目
及
び
港
区
新
橋
一
丁
目

各
地
内

二

関
係
図
書
の
縦
覧

場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）

◉
東
京
都
告
示
第
二
十
号

東
京
圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
国
家
戦

略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
を
定
め
た
同
法
第
八
条
第
一
項
の

区
域
計
画
に
つ
い
て
、
令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日
付
け
で
同
法
第

九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ

る
認
定
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
都
市
再
生
特
別
地
区
の
変
更
が
さ
れ
た
も

の
と
み
な
さ
れ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供

す
る
。令

和
五
年
一
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
都

市
再
生
特
別
地
区

追
加
す
る
部
分

中
央
区
京
橋
三
丁
目
地
内

（
京
橋
三
丁
目
東

地
区
）

二

関
係
図
書
の
縦
覧

場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）

◉
東
京
都
告
示
第
二
十
一
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の

規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
五
年
一
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
五
年
一
月
二
十
四
日

午
後
一
時
三
十
分

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
住
宅
政
策

本
部
民
間
住
宅
部
聴
聞
室

三

被
聴
聞
者

㈠

商
号

株
式
会
社
栄
和
地
所

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

津
山

裕
伍

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

東
京
都
港
区
新
橋
二
丁
目
十
一
番
十
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑵
第
一
〇
一
二
五
七
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
四
年
十
月
二
十
日

◉
東
京
都
告
示
第
二
十
二
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の

規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
五
年
一
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
五
年
一
月
二
十
四
日

午
後
三
時
三
十
分

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
住
宅
政
策

本
部
民
間
住
宅
部
聴
聞
室

三

被
聴
聞
者

㈠

商
号

株
式
会
社
グ
ロ
ー
ス

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

松
本

憲
弘

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

世
田
谷
区
上
馬
四
丁
目
三
番
九
号

森
嘉
ビ

ル
二
階

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑶
第
九
二
五
六
二
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
三
年
一
月
七
日

◉
東
京
都
告
示
第
二
十
三
号

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
本
電
子
昭
島

製
作
所
建
物
更
新
計
画
に
つ
い
て
、
環
境
影
響
評
価
書
案
に
係
る
見

解
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
一
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
日
本
電
子
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
兼
Ｃ
Ｅ
Ｏ

大
井

泉

昭
島
市
武
蔵
野
三
丁
目
一
番
二
号

二

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

日
本
電
子
昭
島
製
作
所
建
物
更
新
計
画
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工
場
の
設
置

三

対
象
事
業
の
内
容
の
概
略

対
象
事
業
は
、
昭
島
市
武
蔵
野
三
丁
目
に
位
置
す
る
日
本
電
子

昭
島
製
作
所
に
お
い
て
、
老
朽
化
し
た
既
存
工
場
建
屋
群
の
建
替

え
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

四

評
価
書
案
に
つ
い
て
提
出
さ
れ
た
主
な
意
見
及
び
そ
れ
ら
に
つ

い
て
の
事
業
者
の
見
解
の
概
要

対
象
事
業
に
つ
い
て
、
都
民
の
意
見
は
な
く
、
事
業
段
階
関
係

市
長
か
ら
の
意
見
が
一
件
あ
っ
た
。

事
業
者
は
意
見
に
対
し
見
解
を
述
べ
て
お
り
、
そ
の
概
要
は
別

記
の
と
お
り
で
あ
る
。

五

見
解
書
の
縦
覧

㈠

期
間

令
和
五
年
一
月
十
三
日
か
ら
同
年
二
月
一
日
ま
で
。
た
だ
し
、

日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。

㈡

時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈢

場
所

ア

昭
島
市
環
境
部
環
境
課

昭
島
市
田
中
町
一
丁
目
十
七
番
一
号

イ

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
十
九
階

ウ

東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
管
理
課

立
川
市
錦
町
四
丁
目
六
番
三
号

東
京
都
立
川
合
同
庁
舎

三
階
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◉
東
京
都
告
示
第
二
十
四
号

母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
二
十
条
第

五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
養
育
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り

指
定
し
た
。

令
和
五
年
一
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

所
在
地

開
設
者

指
定
年
月
日

日
野
市
立
病
院

日
野
市
多
摩

平
四
丁
目
三

番
地
の
一

大
坪

冬
彦

令
和
四
年
十
二

月
二
十
日

告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１５号

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６
年
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
３
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１０条

第
１
項
の
規

定
に
基
づ
き
教
習
指
導
員
審
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
２
項
に

お
い
て
準
用
す
る
規
則
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
５
年
１
月
１３日東

京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

記

１
審
査
の
種
類

普
通
自
動
車
免
許
教
習
指
導
員
審
査

２
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
資
格

普
通
自
動
車
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
免
許
（
仮
運
転

免
許
を
除
く
。
）
に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示
で
き
る
者
で
あ
る

こ
と
。

３
審
査
項
目
及
び
審
査
細
目

⑴
教
習
に
関
す
る
技
能

ア
教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能

イ
技
能
教
習
（
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
技
能
の
教
習
を
い

う
。
）
に
必
要
な
教
習
の
技
能

ウ
学
科
教
習
（
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
知
識
の
教
習
を
い

う
。
）
に
必
要
な
教
習
の
技
能

⑵
教
習
に
関
す
る
知
識

ア
教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項
そ
の
他
自
動
車
の
運
転

に
関
す
る
知
識

イ
自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ
い
て
の
知
識

ウ
教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
教
育
に
つ
い
て
の
知
識

４
審
査
細
目
の
免
除

規
則
第
１７条

第
１
項
若
し
く
は
第
４
項
又
は
附
則
第
３
条
第
１

項
第
３
号
か
ら
第
５
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
該
当
す
る
者

５
審
査
の
日
時
及
び
場
所

⑴
日
時

令
和
５
年
２
月
１３日

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
１７日

（
金
曜

日
）
ま
で
の
間
の
う
ち
、
申
請
書
提
出
時
に
お
い
て
指
定
す
る

日
時

⑵
場
所

警
視
庁
府
中
運
転
免
許
試
験
場
（
府
中
市
多
磨
町
三
丁
目
１

番
地
の
１
）

６
申
請
手
続

⑴
申
請
書
類

ア
申
請
書
（
規
則
別
記
様
式
第
１
号
の
審
査
申
請
書
と
す

る
。
）

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）

ウ
審
査
細
目
が
免
除
さ
れ
る
者
は
、
こ
れ
を
証
明
す
る
書
面

⑵
受
付
日
時

令
和
５
年
１
月
２６日

（
木
曜
日
）
及
び
同
月
２７日

（
金
曜

日
）
の
午
前
９
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
ま
で

⑶
受
付
場
所

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
（
品
川
区
東
大
井
一

丁
目
１２番

５
号
）

⑷
申
請
に
関
す
る
注
意
事
項

ア
申
請
書
は
、
警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
に
お

い
て
、
令
和
５
年
１
月
１６日

（
月
曜
日
）
か
ら
配
布
す
る
。

た
だ
し
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。

イ
写
真
は
、
申
請
書
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。

ウ
提
出
書
類
は
、
本
人
が
直
接
持
参
す
る
こ
と
。

エ
運
転
免
許
証
を
提
示
す
る
こ
と
。

７
審
査
手
数
料

１１,８５０円
。
た
だ
し
、
審
査
細
目
を
免
除
さ
れ
る
者
は
、
警
視

庁
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
１２年

東
京
都
条
例
第
９９号

）
別
表
第

２
１
の
項
備
考
３
に
規
定
す
る
額
を
減
額
す
る
。

８
携
行
品
及
び
服
装

⑴
携
行
品

ア
運
転
免
許
証

イ
筆
記
用
具
（
黒
色
又
は
青
色
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
）

⑵
服
装

自
動
車
の
運
転
に
支
障
の
な
い
服
装

９
合
格
証
明
書
の
交
付
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合
格
者
に
は
、
規
則
別
記
様
式
第
８
号
の
教
習
指
導
員
審
査
合

格
証
明
書
を
交
付
す
る
。

１０
問
合
せ
先

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
７２５１―５２７５

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
五
年
一
月
十
三
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

青
梅
市
師
岡
町
一
丁
目
百
五
十
四

番
三
及
び
同
番
三
地
先

杉
並
区
西
荻
北
二
丁
目
一
番
十

一
号

株
式
会
社
三
栄
建
築
設
計

代
表
取
締
役

小
池

学

青
梅
市
友
田
町
一
丁
目
八
百
十
八

番
一
、
八
百
二
十
番
及
び
八
百
二

十
二
番
の
各
一
部

青
梅
市
友
田
町
一
丁
目
八
百
二

十
番
地

村
野

克
秀

昭
島
市
宮
沢
町
二
丁
目
百
九
十
三

番
五
、
同
番
十
一
及
び
百
九
十
四

番
一

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番

十
九
号

タ
ク
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
寺

一
裕

国
分
寺
市
日
吉
町
一
丁
目
二
十
三

番
十
七

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
六
番
一

号
新
宿
住
友
ビ
ル
三
十
一
階

ア
グ
レ
都
市
デ
ザ
イ
ン
株
式
会

社
代
表
取
締
役

大
林

竜
一

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
着
工
の
届
出

に
つ
い
て

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
）
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
三
田
小
山
町
西

地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
着
工
の

届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
一
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
三
田
小
山
町
西
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

理
事
長

宮
川

昭

港
区
三
田
一
丁
目
四
番
八
十
号

二

対
象
事
業
の
名
称

三
田
小
山
町
西
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業

三

工
事
着
手
の
予
定
年
月
日

令
和
五
年
一
月
十
六
日

四

工
事
完
了
の
予
定
年
月
日

令
和
十
年
四
月
一
日

五

届
出
日

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日
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